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１．採択された「ポスト 2020 生物多様性枠組」 

 2022 年 12 月７日から 19 日にかけて、ＣＢＤ ＣＯＰ15 第二部（生物多様性条約第 15 回締約国

会議、開催国：カナダ・モントリオール）が開催された1。ＣＢＤ ＣＯＰ15は、2020年までの短期

目標を掲げた「愛知目標」に続く生物多様性枠組みの採択を主目的に、当初は 2020年 10月に、中

国・昆明で開催予定であった。しかし、コロナ禍で 2021年 10月に延期され、第一部（開催国：中

国・昆明）がオンライン形式で行われた。今回の第二部については、中国国内での新型コロナウイ

ルス感染拡大を受けて、議長国は中国のままで、開催国がカナダに変更された。なお、第一部では、

第二部における「ポスト 2020生物多様性枠組」の採択に向けた決意表明の位置付けで、昆明宣言2

が採択されている。 

 第二部の決議内容は、2022 年６月 21 日から 26 日にかけてケニア・ナイロビにおいて開催され

た、「ポスト 2020生物多様性枠組」第４回公開作業部会3において議論された。しかし、この時点で

は、多くの論点が合意されずに、第二部に議論が持ち越された。 

 第二部において「ポスト 2020 生物多様性枠組」が採択されるかどうかが注目されるなか、当初

の予定より９時間遅れの 2022 年 12 月 19 日午前３時に、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」

として採択された4（ＷＷＦジャパン（2022））。採択にあたっては、「強引な採決に、プロセスへの

                         
1 ＣＢＤ ＣＯＰ15 第二部までの動きは、信金中央金庫 地域・中小企業研究所ホームページ（https://www.scbri.jp/ 
PDFnews&topics/20221115.pdf）を参照。 
2 日本語訳は、環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/content/900518065.pdf）を参照。 
3 環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/press/press_00083.html）を参照。 
4 詳細は、外務省ホームページ（https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page22_003988.html）を参照。 
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 2022 年 12 月７日から 19 日にかけて開催されたＣＢＤ ＣＯＰ15（生物多様性条約第 15 回締約

国会議）において、2020年までの短期目標を掲げた「愛知目標」に続く「ポスト 2020 生物多様

性枠組」として、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択された。この採択によって、

生物多様性分野でも、議論で先行していた気候変動（脱炭素）分野に倣うように、枠組みや情報

開示等の検討が進んでいくことになろう。 

 昆明・モントリオール生物多様性枠組には、2050 年ビジョンである「自然と共生する世界」を

達成するための「2030 年ミッション」および 2030 年までの 23 の行動目標（ターゲット）が盛

り込まれている。このうち、企業や金融機関の活動では、目標 15（企業や金融機関が生物多様

性へのリスク、依存、影響を評価し開示することを求める）が大いに注目される。 

 2023 年中の民間イニシアティブの動きとして、ＴＮＦＤ（自然関連財務情報開示タスクフォー

ス）およびＳＢＴＮ（自然に関する科学に基づく目標設定）が注目される。こうした中、企業や

金融機関にとって、ネイチャーポジティブという概念はますます重要になっていくだろう。 
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異議や抗議が寄せられ、やや残念な終わりの迎え方」（道家（2022））という評価があるが、決裂せ

ずに 2030年目標が採択された意義は大きいといえよう。 

 なお、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」は、“生物多様性分野におけるパリ協定（2015年

採択）”と言われることがあり、この採択によって、生物多様性分野でも、議論で先行していた気候

変動（脱炭素）分野に倣うように、枠組みや情報開示等の検討が進んでいくことになろう（図表１）。 

（図表１）脱炭素分野と比較した自然分野での取組み 

 

（出所）「MIZUHO Research & Analysis 2022.12.27」p.36（一部加工） 

２．「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の概要 

 「昆明・モントリオール生物多様性枠組」には、2050 年ビジョンである「自然と共生する世界」

を達成するための「2030年ミッション（図表２）」および 2030年までの 23の行動目標5（ターゲッ

ト）が盛り込まれている。なお、「2030年ミッション」には、直接的な言及はないものの、2030年

までに自然の損失を止めてプラスに転じる「ネイチャーポジティブ」の考え方が暗示されている。 

（図表２）2030 年ミッション 

生物多様性の保全と持続可能な利用、および遺伝資源の利用から得られる利益の公正かつ衡平な配分を確

保することにより、人と地球の利益のために自然を回復軌道に乗せる。そのために生物多様性の損失を止

め、逆転させる緊急行動を起こすとともに、必要な実行手段を提供する。 

[原文]To take urgent action to halt and reverse biodiversity loss to put nature on a path to 

recovery for the benefit of people and planet by conserving and sustainably using biodiversity, 

and ensuring the fair and equitable sharing of benefits from the use of genetic resources, while 

providing the necessary means of implementation. 

（出所）磯貝ほか（2022） 

 このミッションを達成するために策定されたのが、23の行動目標（ターゲット）である（図表３

右）。このうち、途上国を巻き込めるかどうかを含めて大きく注目されたのは、目標３の「30by30目

                         
5 道家（2022）は、愛知目標に比べて、数値が明記された目標が増えたことを評価している。 
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標6」である。なお、わが国では、2022年４月に、生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議から「30by30

ロードマップ7」が示されるとともに、環境省は、国立公園等の保護地域の拡張と管理の質の向上や、

ＯＥＣＭ（保護地域以外で生物多様性保全に資する地域）の設定・管理に取り組んでいる。 

 企業活動に関わる目標としては、目標７や目標 16のほか、直接的に言及している目標 15が注目

される。目標 15 には、「生物多様性へのリスク、依存、影響をすべての大企業および多国籍企業、

金融機関の事業、サプライチェーン、バリューチェーン、ポートフォリオに沿った要件を含めて、

定期的に監視、評価し、透明性をもって開示する」（磯貝ほか（2022））ことが盛り込まれている。

すなわち、企業はサプライチェーン全体にわたって、金融機関はポートフォリオを通して、生物多

様性へのリスク、依存、影響を把握することが求められている。義務化されてはいないものの、2023

年９月に最終版が公表される予定のＴＮＦＤ（自然関連財務情報開示タスクフォース）の動きと連

動していくだろう。 

 そのほか、目標 18 では、2030 年までに、生物多様性に負の影響を及ぼす資金（有害な補助金）

の流れを年間 5,000 億米ドル削減することが明記された。目標 19では、2030 年までに、生物多様

性回復のための直接的な資金動員を年間 2,000億米ドルに増加させることも明記されている。 

３．企業活動においても重要となる「ネイチャーポジティブ」 

 生物多様性分野における民間イニシアティブの動きでは、ＴＮＦＤおよびＳＢＴＮ（自然に関す

る科学に基づく目標設定）が注目されよう。ＴＮＦＤは、2022 年 11 月に、開示のフレームワーク

                         
6 陸域、淡水域、海域の 30％以上を、人と自然の共生する地域として管理・保全する目標。 
7 環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/press/110887.html）を参照。 

（図表３）ポスト 2020生物多様性枠組における「2030 年ターゲット」 

 
（出所）日経ＥＳＧ（https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/atcl/column/00005/122300299/?P=2） 
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として、ベータ版（v0.3）を公表し、2023年９月に最終版を公表する予定である。また、ＳＢＴＮ

については、2020 年９月に、企業向けの初期ガイダンスが公表され、2023 年第１四半期には、目

標設定ガイダンスの一部8が公開される予定となっている。このように、ＣＢＤ ＣＯＰ15第二部で

の「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の採択を受けて、2023年中には、企業や金融機関にと

って見逃せない大きな動きが集中している。 

 藤田（2022）は、ＣＢＤ ＣＯＰ15について、「最大の特徴は、企業や投資家の役割や行動に焦点

を当てたこと」と評価している。今後、企業や金融機関にとって、ネイチャーポジティブという概

念はますます重要になっていくだろう。 
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